
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人日本貿易振興機構（法人番号2010405003693） の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

S評価 200/100

A評価 150/100

B評価 100/100

C評価 50/100

D評価 0/100

理事長

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

　　当機構は対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じたイノベーション創出支
援や、農林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業等の海外展開支援に取り組むとと
もに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商政策に貢献することが求められる。役員
には国際機関や国内外要人との会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉
力等の資質、通商政策や国内外情勢への精通等が不可欠である。
　　報酬の支給水準の設定にあたっては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方
針」（平成25年12月24日閣議決定）を踏まえ、当機構の職務の特性や国家公務員等の報
酬・給与を勘案している。
　　なお、独立行政法人日本貿易振興機構役員報酬規程（以下「役員報酬規程」という）
において、令和6年度の本俸月額は理事長1,110,000円、副理事長956,000円、理事
825,000円、監事747,000円と定めている。

　経済産業大臣からの評価を受け（右記参照）、理事長の業績給
の額を決定する。その他役員の業績給の額は、経済産業大臣の
評価結果及び役員としての業務に対する業績評価をそれぞれ
30％及び70%の割合で勘案し、右記を準用して理事長が決定す
る。
　なお、監事については、業績連動は不適当であるためB評価に
固定しており、業績評価は勘案していない。

　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成され
ており、役員報酬規程に則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（1,110,000円）に地域付加額（222,000円）を加算
して得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の164に、6月に支給する
場合において100分の50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、
さらに基準日以前6カ月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　・業績給は、月例支給額に100分の283を乗じて得た額に、経済産業大臣
の評価結果（上記②参照）に則した割合を乗じて得た額としている。在職期
間に基づき日割り計算をする際は、業績給の額を365で除した額を１日分と
している。
　なお、令和6年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末・勤
勉手当を増改定する勧告がなされたことを踏まえ、賞与における係数を100
分の161から100分の164へ、業績給における係数を100分の280から100分の
283へ変更した。

  ② 令和６年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和６年度における改定内容



副理事長

理事

理事

（非常勤）

監事

　 役員報酬規程に則り、非常勤役員手当を支給することとしており、非常勤
理事の非常勤役員手当は月額361,000円としているが、該当者はいない。
　なお、令和6年度において、非常勤役員手当の改定は行っていない。

　　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成され
ており、役員報酬規程に則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（747,000円）に地域付加額（149,400円）を加算し
て得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の164に、6月に支給する
場合において100分の50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、
さらに基準日以前6カ月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の283に、評価結果がB評価である場合の
割合（上記②参照）を乗じて得た額としている。在職期間に基づき日割り計
算をする際は、業績給の額を365で除した額を１日分としている。
　なお、令和6年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末・勤
勉手当を増改定する勧告がなされたことを踏まえ、賞与における係数を100
分の161から100分の164へ、業績給における係数を100分の280から100分の
283へ変更した。

　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成され
ており、役員報酬規程に則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（956,000円）に地域付加額（191,200円）を加算し
て得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の164に、6月に支給する
場合において100分の50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、
さらに基準日以前6カ月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の283×100分の30×経済産業大臣の評
価結果に則した割合（上記②参照）＋月例支給額×100分の283×100分の
70×役員としての業務に対する業績評価割合（上記②に準ずる）により算出
した額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績給の額を
365で除した額を１日分としている。
　なお、令和6年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末・勤
勉手当を増改定する勧告がなされたことを踏まえ、賞与における係数を100
分の161から100分の164へ、業績給における係数を100分の280から100分の
283へ変更した。

　役員報酬支給基準は、基本俸給、通勤手当、賞与、業績給から構成され
ており、役員報酬規程に則り、以下のとおり算出している。
　・基本俸給は月例支給額（825,000円）に地域付加額（165,000円）を加算し
て得た額としている。
　・賞与は、（月例支給額＋地域付加額）×100分の164に、6月に支給する
場合において100分の50、12月に支給する場合において100分の50を乗じ、
さらに基準日以前6カ月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じ
て得た額としている。
　・業績給は、月例支給額×100分の283×100分の30×経済産業大臣の評
価結果に則した割合（上記②参照）＋月例支給額×100分の283×100分の
70×役員としての業務に対する業績評価割合（上記②に準ずる）により算出
した額としている。在職期間に基づき日割り計算をする際は、業績給の額を
365で除した額を１日分としている。
　なお、令和6年度は、人事院勧告において国家公務員指定職の期末・勤
勉手当を増改定する勧告がなされたことを踏まえ、賞与における係数を100
分の161から100分の164へ、業績給における係数を100分の280から100分の
283へ変更した。



監事

（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和6年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

22,829 13,320 6,845 2,664 2,664 （地域付加額） ＊
千円 千円 千円 千円

17,881 11,472 4,115 2,294 2,294 (地域付加額） ◇
千円 千円 千円 千円

17,626 9,900 5,491 2,235 1,980 (地域付加額） ※
255 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,185 9,900 3,149 2,136 1,980 (地域付加額） ◇
156 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,726 9,900 4,527 2,299 1,980 (地域付加額） ◇
319 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

15,512 9,900 3,552 2,060 1,980 (地域付加額） ※
80 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

16,815 9,900 4,683 2,232 1,980 (地域付加額） ※
252 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

17,119 9,900 5,087 2,132 1,980 (地域付加額） ※
152 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

13,982 8,964 3,055 1,963 1,792 (地域付加額） ※
171 　(通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,680 1,680 0 0

千円 千円 千円 千円

2,245 0 2,245 0 ◇
千円 千円 千円 千円

1,736 0 1,736 0 ※
千円 千円 千円 千円

863 0 863 0 ◇
千円 千円 千円 千円

1,736 0 1,736 0 ◇
千円 千円 千円 千円

503 0 503 0 ※

注３：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、総額を記入している。

　役員報酬規程に則り、非常勤役員手当を支給することとしており、非常勤
監事の非常勤役員手当は月額140,000円としている。
　なお、令和6年度において、非常勤役員手当の改定は行っていない。

就任・退任の状況
前職

その他（内容）

B副理事長

G理事

E理事

F理事

A監事

C監事
（非常勤）

D理事

役名

A理事長

A副理事長

A理事

B理事

C理事

注４：「地域付加額」とは民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給されているものである。

注５：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄

H理事

I理事

B監事

注１：報酬（給与）、賞与、その他（内訳）の端数を千円未満切り捨て処理後に総額を表示。

注２：賞与には業績給を含む。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

理事長

副理事長

理事

理事
（非常勤）

監事

監事
（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　監事（常勤）の年間報酬額を踏まえ、勤務日数を勘案した報酬水準として
いる。

　当該機構の役員には、組織を運営する責務に加え、国際機関や国内外要
人との会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉力等の資質、
通商政策や国内外情勢への精通等が求められており、それに見合った適切
な処遇が必要である。また、役員報酬には、主務大臣の業績評価が反映さ
れる制度となっており、今回の金額についても、その結果を反映したもので
あり、適正であると認める。
　当該機構においては、報酬等の支給の基準について、国家公務員・民間
企業の報酬・給与等を考慮するなど、適正確保に向けた取組を行っており、
経済産業省としてもそうした取組を促しつつ、支給水準の適正性について注
視していく。

　当機構は対日直接投資やスタートアップの海外展開等を通じたイノベー
ション創出支援や、農林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業等の海
外展開支援に取り組むとともに、調査や研究を通じ我が国企業活動や通商
政策に貢献することが求められる。
　理事長には、当機構を代表して組織を運営する責務に加え、国際機関や
国内外要人との会談・折衝のために必要な知識と経験、語学力や交渉力等
の能力、通商政策や国内外情勢への精通等が求められる。
　報酬水準として国家公務員指定職を考慮している。なお、当機構と同程度
の規模の民間企業の報酬等は以下のとおり。
　令和5年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によ
ると、企業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区
分）の副社長の年間報酬額は、34,692千円である。

　令和5年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によ
ると、企業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区
分）の専務取締役の年間報酬額は、27,332千円である。

　令和5年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によ
ると、企業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区
分）の常務取締役の年間報酬額は、23,073千円である。

　該当者なし

　令和5年8月に人事院から公表された民間企業における役員報酬調査によ
ると、企業規模500人以上1000人未満（公表されている最小の企業規模区
分）の取締役の年間報酬額は、17,738千円である。



４　役員の退職手当の支給状況（令和６年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

5,003 4 0 令和5年9月30日 1.2 ※

千円 年 月

3,770 4 0 令和5年6月27日 1.0 ※

注１：端数を千円未満切り捨て処理後に総額を表示。
注2：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

「独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルール」（平成27年5月25日総務
大臣決定）に基づき、監事の業績勘案率「1.0」を基本として経済産業大臣が決定した。

監事

法人での在職期間

判断理由

該当者なし理事長

副理事長

監事

理事長

理事A

業績給の仕組みについては、上記１．②のとおり。

副理事長

該当者なし

「独立行政法人の役員の退職金にかかる業績勘案率の算定ルール」（平成27年5月25日総務
大臣決定）に基づき、在職期間中の法人業績の評定を用いて算定した結果、経済産業大臣が
業績勘案率を「1.2」と決定した。

理事A



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和６年度における主な改定内容

　・国家公務員の給与改定の動向を踏まえ、2月に本俸を4月に遡って引き上げた（平均改定
率3.0％）。
・賞与の支給係数を0.1ヵ月引き上げた（年4.5ヵ月→4.6ヵ月）。
・国家公務員の寒冷地手当見直しを踏まえて、支給地域の区分及び職員の世帯等の区分に
応じた支給額を引き上げた。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

　目標管理型の人事評価制度により、職員の個人業績および能力の発揮度合を処遇に反映
するとともに、人事院勧告等を参考に、社会一般の情勢に適合した給与水準となるよう努め
る。
　職員の給与水準を検討するにあたり、厚生労働省が実施している「賃金構造基本統計調
査」を参考としている。当機構は商社やシンクタンクなどと人材確保の点で競合するが、令和5
年の同調査によれば、商社を含む中分類「各種商品卸売業」、シンクタンクを含む中分類「学
術・開発研究機関」に該当する民間企業（いずれも10人以上の企業計）の年間平均給与は、
それぞれ12,101千円（大学卒）、8,379千円（大学院卒）となっている。なお、当機構の年間平
均給与（事務・技術、研究、プロモーション職の平均）は8,430千円である。

　管理職及び非管理職の個人業績の評価結果を、賞与の「業績給」部分に反映させている。
　
　　＜賞与における個人業績反映部分の割合＞
　　　　　事務職・研究職　　：　管理職　50％、　非管理職　40％
　　　　　プロモーション職　：　管理職　90％、　非管理職　80％

　また、「独立行政法人の評価に関する指針」（平成26年9月2日総務大臣決定）において、法
人評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意することが示されたのを踏ま
え、平成27年度評価の反映分から、法人業績評価結果も業績給部分に反映させている。

　独立行政法人日本貿易振興機構職員給与規程に則り、本俸、扶養手当、職責手当、超過
勤務手当、特別都市手当、広域異動手当、住居手当、寒冷地手当、通勤手当、単身赴任手
当、賞与としている。
　賞与については、固定部分と業績給の部分からなる（支給：6月、12月）。賞与の固定部分の
額は、それぞれの基準日現在における本俸、扶養手当、特別都市手当、広域異動手当の月
額の合計額を基礎額として、支給係数のうち固定部分の割合を乗じた額に、基準日以前６ヵ
月間におけるその者の在職期間の区分に応じて、別に定める割合を乗じて得た額とする。

　業績給の額は、それぞれの基準日現在における本俸、特別都市手当、広域異動手当の月
額の合計額を基礎額として、業績給の割合を乗じた額に、基準日以前におけるその者の勤務
期間の区分に応じて別に定める割合を乗じて得た額に、支給係数のうち職員各人の業績評
価に応じて0.8から1.2の間の評価係数を乗じた額に、法人の業績評価に応じて0.9から1.1の
間の評価係数（ただし6月に支給する業績給の法人評価係数は1.0とする）を乗じた額とする。

　日本食品海外プロモーションセンターの事業を推進するため、令和元年度よりプロモーショ
ン職にカテゴリー・マネージャーの職務を新設し、賞与に別に定める調整係数を適用して、高
度な専門能力を発揮し成果を上げた場合に、相応の民間レベルの給与を支給することとし
た。

扶養親族のある
職員

その他の世帯主
である職員

１級地 29,400円 16,200円 11,500円
２級地 26,000円 14,500円 9,800円

３級地 25,100円 14,300円 9,600円
４級地 19,800円 11,400円 8,200円

世帯等の区分
世帯主である職員支給地域

の区分 その他の職員



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

605 44.0 8,430 6,055 152 2,375
人 歳 千円 千円 千円 千円

505 43.0 8,247 5,935 153 2,312
人 歳 千円 千円 千円 千円

94 48.9 9,337 6,650 143 2,687
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 45.0 9,610 6,872 140 2,738

人 歳 千円 千円 千円 千円

193 45.6 17,278 15,431 0 1,847

人 歳 千円 千円 千円 千円

157 57.9 4,950 3,631 194 1,319
人 歳 千円 千円 千円 千円

157 57.9 4,950 3,631 194 1,319
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 55.8 9,652 9,024 88 628
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 55.8 9,652 9,024 88 628
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再雇用職員を除く。

注2：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注3：非常勤職員については、該当者がいないため記入欄を省略。

注5：「プロモーション職」とは、農林水産物・食品の海外プロモーションに関する専門的業務を行う職種を指す。

注4：医療職種（病院医師及び病院看護師）及び教育職種（高等専門学校教員）の各職種は該当者がいない
    ため記入欄を省略。

注6：任期付職員（年俸制適用者）のプロモーション職及び再雇用職員の事務・技術職については、該当者が
　　　２名以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、区分以外は記載せず、
　　　全体の数値からも除外している。

事務・技術

事務・技術

再雇用職員

人員 うち賞与平均年齢
令和６年度の年間給与額（平均）

総額

在外職員

任期付職員
（年俸制適用者を除く）

事務・技術

プロモーション職

区分

プロモーション職

常勤職員

研究職種

うち所定内

任期付職員
（年俸制）

研究職



②

注1：①の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注2：任期付職員を含む。また、研究職員には年俸制適用者を含む。以下、④まで同じ。

注3：研究職員の24-27歳及び28-31歳の階層は該当者が4名以下のため　第1・第3四分位折れ線を表示 していない。　

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員及び再雇用職員を除く。以
下、④まで同じ。〕

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

年間給与の分布状況（研究職員）



③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　・本部部長 22 55.2 12,240 13,281～ 11,638

　・地方部長 12 58.3 12,268 12,817～ 11,066

　・本部課長 92 52.1 10,937 12,315～ 9,300

　・地方課長 52 52.3 10,793 12,324～ 8,457

　・本部課長補佐 84 44.7 8,257 9,750～ 6,467

　・地方課長補佐 9 40.8 7,602 9,180～ 6,354

　・本部係員 255 43.9 5,289 12,048～ 4,560

　・地方係員 136 44.7 5,436 11,806～ 4,002

（研究職員）

平均
人 歳 千円

代表的職位

　・研究部長 14 58.5 11,567 13,200～ 8,474

　・研究課長 29 53.5 10,556 11,480～ 8,628

　・研究員 54 44.3 7,867 10,780～ 5,388

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.7 49.2 49.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.3 50.8 50.1

％ ％ ％

         最高～最低 52.4～38.2 53.6～39.4 53.0～38.8

％ ％ ％

71.4 70.2 70.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 28.6 29.8 29.2

％ ％ ％

         最高～最低 51.9 ～0 51.2～0 50.6～0

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

50.9 49.3 50.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 49.1 50.7 50.0

％ ％ ％

         最高～最低 52.4～0 53.6～0 53.0～0

％ ％ ％

59.4 58.1 58.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 40.6 41.9 41.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～34.8 51.2～35.9 50.6～35.4

年間給与額

最高～最低
千円

区分

賞与（令和６年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

９人



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 109.5

・年齢・地域勘案 101.9

・年齢・学歴勘案 106.7

・年齢・地域・学歴勘案 99.8

○研究職員

・年齢勘案 95.2

・年齢・地域勘案 95.3

・年齢・学歴勘案 94.9

・年齢・地域・学歴勘案 95.3

内容項目

（法人の検証結果）
　対国家公務員指数（年齢勘案）は95.2、年齢・地域・学歴勘案でも95.3と
100を下回っており、給与水準は妥当であると考える。

（主務大臣の検証結果）
　当該機構の研究職員の対国家公務員指数はいずれも100を下回ってい
ることから、給与水準は適正であると考える。

対国家公務員
指数の状況

　令和6年度のラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）は、99.8となった。
対国家公務員指数（年齢勘案）が109.5と国家公務員の水準に比べて高く
なっているのは、大卒者の割合が高いこと、在職地域が本部（東京）等の
都市部に集中していることが主因となっている。
　本部勤務の割合が約７割と高いことに加え、地方において増加する海外
展開支援事業に必要な体制強化のため、50にのぼる国内拠点に人員を配
置しており、その人員の大半が本部から異動して勤務し、国の制度を準用
した異動保障制度の対象となっている。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

（法人の検証結果）
　当機構は、語学力や専門性の高い優れた人材を登用する必要があり大
卒以上の高学歴者の割合が高いこと、在職地域が都市部に集中している
ことなどの要因により、対国家公務員指数（年齢勘案）が高くなる傾向にあ
る。
　給与水準の適正化に向けて、一般事務等を行う常勤嘱託員の採用など
雇用形態の多様化を通じた職員構成の見直しを行ってきたところ、対国家
公務員指数（年齢・地域・学歴勘案）は平成26年度以降99～101ポイント台
で推移してきた。令和6年度には99.8となり、給与水準は概ね妥当であると
考える。

（主務大臣の検証結果）
　当該機構の事務・技術職員の対国家公務員指数は高くなっているが、当
該機構の業務を遂行するためには、高い語学力、海外での交渉に必要と
される異文化への高い順応性、国際情勢への精通、貿易投資に関する高
度な知識が必要となるなど、専門性の高い優れた人材を登用する必要が
ある等に鑑みるとやむを得ない面もある。引き続き、常勤嘱託職員の採用
による雇用形態の多様化等の取組を進めていく必要があると考える。

項目 内容

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】91 ％
（国からの財政支出額　697億円、支出予算の総額　786億円：令和6年度）
【累積欠損額　0円（令和6年度決算）】
【管理職の割合】　31.5%　（常勤職員559人中176人）
【大卒以上の高学歴者の割合】　93.9%　（常勤職員559人中525人）
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　30.5%】
（支出総額530億円、給与・報酬等支給総額162億円：令和6年度決算）					

　給与水準の妥当性の
　検証

中期計画に掲げる業務遂行のため、雇用形態の多様化、効率的かつ効果
的な人員配置に引き続き取り組んでいく。

対国家公務員
指数の状況

　給与水準の妥当性の
　検証



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○比較対象職員の状況
　・事務・技術職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の505人及び任期付職員欄の157人　計662人
　　662人の平均年齢46.5歳、平均年間給与額7,465千円
　　（*662人のうち103人は60歳以上のため、実際の比較対象者は559人）
　・研究職員
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の94人及び任期付職員の3人　計97人
　　97人の平均年齢49.1歳、平均年間給与額9,347千円

(扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）
　　月額　244,200円、　年間給与　3,660,558円
○35歳（本部課員）
　　月額　388,056円、　年間給与　6,530,984円
○50歳（本部課長）
　　月額　637,602円、　年間給与　10,816,984円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子1人につき10,000円）
を支給。

上記１．②のとおり。
職員の個人業績評価結果及び法人業績評価結果を、賞与の「業績給」部分に反
映させている。



Ⅲ　総人件費について

令和5年度 令和6年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

　常勤職員（事務・技術職、研究職及びプロモーション職）の定年年齢は60歳であったのを、
令和7年3月31日から令和9年3月31日までの間は62歳、令和9年4月1日から令和11年3月31
日までの間は63歳、令和11年4月1日から令和13年3月31日までの間は64歳、令和13年4月1
日以降 は65歳に引き上げた。

　定年年齢の引上げに伴い、常勤職員（事務・技術職、研究職及びプロモーション職）につい
ては、60歳に達する年度の末日の翌日までに原則として管理監督の地位より降職することとす
るほか、61歳に達する年度以降の給与水準を当分の間60歳に達する年度の７割程度とするこ
ととした。

23,034,169

注１：中期目標期間の開始年度分から当該年度分までを記載している。
注2：財務諸表の付属明細書における「役員及び職員の給与の明細」については、通勤手当
が含まれていないため、本表とは一致しない。

福利厚生費
2,908,300 3,078,528

「給与、報酬等支給総額」対前年度比：108%
　・職員数の増加
　・国家公務員の給与改定の動向を踏まえた本俸、賞与支給係数の引き上げ
　・外務公務員の在勤基本手当額を参考とした在勤基本手当の引き上げ
　・海外労務費の増（為替の影響等）　等による。
「退職手当支給額」対前年度比：63％
　・定年退職者数の減　等による。
「非常勤役職員等給与」対前年度比：106%
　・プロジェクト実施のための業務委託費（派遣）の増加　等による。
「福利厚生費」対前年度比：106%
　・給与、報酬等支給総額等の増加に連動した社会保険料の増加
　・社会保険料率の引き上げ　等による。

「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月27日閣議決定）を踏まえ、役
職員の退職手当について以下の措置を講じている。
・役員
国家公務員の退職手当調整率の改正 （87/100 →83.7/100 ）に準じて、平成30年1月1日以
降退任する役員の退職手当にかかる支給係数を 10.875/100 （＝ 12.5× 87/100 ）から
10.4625 （＝ 12.5 ×83.7/100 ）に変更した。
・職員
国家公務員の退職手当調整率の改正（87/100→83.7/100）に準じて、平成30年３月23日以降
退職する職員の退職手当の調整率を100分の87から100分の83.7に変更した。

区　　分

給与、報酬等支給総額
15,062,238 16,200,595

退職手当支給額
621,561 388,580

非常勤役職員等給与
3,187,851 3,366,464

最広義人件費
21,779,952

該当なし


